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１．概要 

  本資料は、再処理施設の技術基準に関する規則「第 27 条 遮蔽」に関し

て、基本設計方針に記載する事項、添付書類に記載すべき事項、補足説

明すべき事項について整理した結果を示すものである。 

  整理にあたっては、「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付

書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：

添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施し

た。 

 

２．本資料の構成 

  「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明

書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：添付書類等を踏まえ

た補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を

別紙として示し、別紙を以下の通り構成する。 

  別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。 

  別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の

展開 

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第 1 回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの

対象設備を展開する。 

  別紙３：基本設計方針の添付書類への展開（追而） 

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書

類単位で記載すべき事項を展開する。 

  別紙４：添付書類の発電炉との比較（追而） 

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がない

かを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差がある

ことが明らかな項目は比較対象としない（概要などは比較対象

外）。 

  別紙５：補足説明すべき項目の抽出（追而） 

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。 

  別紙６：変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。 

※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示

す。 
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再処理施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和３年10月８日　Ｒ１

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 10/8 1

別紙２ 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 10/8 1

別紙３ 基本設計方針の添付書類への展開 8/26 0 ※本別紙は追而とする。

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 8/26 0 ※本別紙は追而とする。

別紙５ 補足説明すべき項目の抽出 8/26 0 ※本別紙は追而とする。

別紙６ 変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 8/26 0 ※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第２７条 （遮蔽）（1 / 14） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
第二十七条 遮蔽 

安全機能を有する施設は、

運転時及び停止時において再

処理施設からの直接線及びス

カイシャイン線による工場等

周辺の線量が原子力規制委員

会の定める線量限度を十分下

回るように設置されたもので

なければならない。 

遮 1-①,1-②,1-③,1-④ 

 

 

 

２ 工場等内における外部放

射線による放射線障害を防止

する必要がある場所には、放

射線障害を防止するために必

要な遮蔽能力を有する遮蔽設

備が設けられていなければい

けない。この場合において、

当該遮蔽設備に開口部又は配

管その他の貫通部がある場合

であって放射線障害を防止す

るために必要がある場合に

は、放射線の漏えいを防止す

るための措置が講じられたも

のでなければならない。 

遮 2-①,2-②,2-③,2-④,2-

⑤,2-⑥,2-⑦,2-⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 変更に係る再処理施設に関する設

計及び工事の方法 

Ⅰ-１ 基本設計方針 

第１章 共通項目 

 

8． 遮蔽 

 安全機能を有する施設は，周辺監視

区域外の線量及び放射線業務従事者の

線量が，「核原料物質又は核燃料物質

の製錬の事業に関する規則等の規定に

基づく線量限度等を定める告示」（以

下「線量告示」という。）に定められ

た線量限度を超えないことはもとよ

り，公衆の被ばく線量及び放射線業務

従事者が立ち入る場所における線量を

合理的に達成できる限り低くする設計

とする。遮 1-①a，遮 2-①a 

 

(1) 安全機能を有する施設は，放射線

業務従事者の放射線障害を防止する

ために必要な遮蔽設備を適切に設置

すること及び再処理施設と周辺監視

区域境界までの距離を確保すること

とあいまってにより，運転時及び停

止時において再処理施設からの直接

線及びスカイシャイン線による周辺

監視区域外の線量を合理的に達成で

きる限り低減し，周辺監視区域外に

おける線量限度を十分に下回るよう

な遮蔽設計とする。遮 1-①b 

(2) 再処理施設内における外部放射線

による放射線障害を防止する必要が

ある場所には，放射線業務従事者の

作業性，視認性及び動線を考慮し

て，遮蔽設備を設置するとともに適

切な作業管理とあいまって，機器の

配置等放射線防護上の措置を合理的

に達成可能な限り講じ，放射線業務

従事者の被ばく線量が線量告示に定

められた線量限度を超えないことは

もとより，合理的に達成できる限り

低くする設計とする。遮 2-①b 

(3) 安全機能を有する施設は，取り扱

う放射性物質の種類，量及びその移動

を考慮し，放射線の遮蔽効果のある機

器，洞道，セル及び建屋の内部に放射

性物質を収納し，セル遮蔽，補助遮蔽

及び外部遮蔽から構成する遮蔽設備を

組み合わせる設計とする。遮1-②

a,b，遮2-②a,b 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

 

 

 

 

(２) 放射線の遮蔽に関する構造 

周辺監視区域外の線量及び放射線業務

従事者の線量が，「核原料物質又は核燃

料物質の製錬の事業に関する規則等の規

定に基づく線量限度等を定める告示」

（以下「線量告示」という。）に定めら

れた線量限度を超えないことはもとよ

り，公衆の被ばく線量及び放射線業務従

事者が立ち入る場所における線量を合理

的に達成できる限り低くするため，以下

の遮蔽等の対策を講ずる設計とする。 

遮 1-①a,遮 2-①a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅰ) 平常時の直接線及びスカイシャイン

線による周辺監視区域外の線量及び放

射線業務従事者の線量が合理的に達成

できる限り低くなるよう，□1 取り扱う

放射性物質の種類，量及びその移動を

考慮し，放射線の遮蔽効果のある機

器，洞道，セル及び建屋の内部に放射

性物質を収納し，これらを組み合わせ

る設計とする。遮 1-②a，遮 2-②a 

(ⅱ) 遮蔽構造材としては，主としてコン

クリートを用いるが，その他必要に応

じて鉛，鉄，水等を用いる設計とす

る。□2  

1.3 放射線の遮蔽に関する設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設の遮蔽設計に当たっては，

周辺監視区域外の線量及び放射線業務従

事者の線量が，「核原料物質又は核燃料

物質の製錬の事業に関する規則等の規定

に基づく線量限度等を定める告示（平成

27年８月31日原子力規制委員会告示第８

号）」（以下「線量告示」という。）に

定められた線量限度を超えないことはも

とより，公衆の被ばく線量及び放射線業

務従事者が立ち入る場所における線量を

合理的に達成できる限り低くするため，

以下の遮蔽等の対策を講ずる設計とす

る。◇1  

1.3.1 遮蔽設計の基本方針 

(１) 再処理施設は，通常運転時，定期検

査時等において，放射線業務従事者の

受ける線量が，「線量告示」に定めら

れた線量限度を超えないようにするこ

とはもちろん，放射線業務従事者の立

ち入り場所における線量を合理的に達

成できる限り低くする設計とする。◇1  

(２) 再処理施設からの平常時の直接線及

びスカイシャイン線による公衆の受

ける線量が合理的に達成できる限り

低くなるよう遮蔽等を行う。遮1-①b 

 

 

 

 

 

 

 

(３)  再処理施設の主要設備は，取り扱

う放射性物質の種類，量及びその移動

を考慮し，放射線の低減効果のある機

器，洞道，セル及び建屋の内部に放射

性物質を収納する設計とする。◇1  

 

 

 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等 

2.3 生体遮蔽装置等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準対象施設は，通常運転時にお

いて発電用原子炉施設からの直接ガンマ

線及びスカイシャインガンマ線による発

電所周辺の空間線量率が，放射線業務従

事者等の放射線障害を防止するために必

要な生体遮蔽等を適切に設置すること及

び発電用原子炉施設と周辺監視区域境界

までの距離とあいまって，発電所周辺の

空間線量率を合理的に達成できる限り低

減し，周辺監視区域外における線量限度

に比べ十分に下回る，空気カーマで年間

50 μGy を超えないような遮蔽設計とす

る。 

発電所内における外部放射線による放

射線障害を防止する必要がある場所に

は，通常運転時の放射線業務従事者等の

被ばく線量が適切な作業管理とあいまっ

て，「核原料物質又は核燃料物質の製錬

の事業に関する規則等の規定に基づく線

量限度等を定める告示」を満足できる遮

蔽設計とする。 

生体遮蔽は，主に一次遮蔽，二次遮

蔽，中央制御室遮蔽及び緊急時対策所遮

蔽から構成し，想定する通常運転時，運

転時の異常な過渡変化時，設計基準事故

時及び重大事故等時に対し，地震時及び

地震後においても，発電所周辺の空間線

量率の低減及び放射線業務従事者等の放

射線障害防止のために，遮蔽性を維持す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遮 2-①b(P3 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遮 1-②b，遮 2-②b

（P4，5 から） 

 

 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

  ：発電炉との差異の理由     ：許可からの変更点等 

【凡例】 

（発電炉の記載） 
＜不一致の理由＞ 
キャスク未設置の発電炉では，線量評価を

ガンマ線に限定しているが，再処理施設は，

ガンマ線だけでなく中性子線の影響も考慮

する必要があるため。 

（発電炉の記載） 
＜不一致の理由＞ 
発電炉の技術基準の解

釈において，「線量限度

を十分下回る」ことを具

体的に示した値であり、

再処理施設の技術基準

には同様の規定がない

ため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

遮蔽設備を設ける方針は同様であ

るが，再処理施設の特徴である，

取り扱う放射性物質の種類，量及

びその移動を考慮し，各遮蔽設備

を組み合わせることを基本設計方

針に記載。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

地震においても機能を

維持する記載は他条文

「第六条 地震によ

る損傷の防止」にて

記載。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の記載構成として，制御室及び

緊急時対策所の遮蔽は，「第二十三条 制

御室等」，「第四十八条 制御室」及び

「第五十条 緊急時対策所」にて記載。 

【許可からの変更点】 

発電炉の記載を参考に，線量

を低減するために使用する遮

蔽設備の構成を明確化。 

【許可からの変更点】 

技術基準規則の記載を踏まえ，主語を明確化。 

【許可からの変更点】 

技術基準規則の要求事項を踏

まえ，周辺監視区域外の線量

を低減するための具体的な措

置を記載。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業指定基準規則及び技術基準規則双方の要求事項であり，適

合性を考慮し，基本設計方針に記載。 

【許可からの変更点】 

技術基準規則の記載を踏まえ，

主語を変更。 

【許可からの変更点】 

技術基準規則の記載を踏ま

え，記載を適正化。 

（発電炉の記載） 
＜不一致の理由＞ 
発電炉の技術基準の解

釈より，遮蔽設置の目

的を限定的な記載とし

ているが，再処理施設

では，許可との整合性

を考慮し，限定的な記

載としない。 

【許可からの変更点】 

MOX 燃料加工施設の記載と横並びを

取り，放射線防護上の措置を適切

な作業管理として具体化。 

【許可からの変更点】 

「作業性等」について，対象を

明確化 

【許可からの変更点】 

技術基準規則の要求事項を踏まえ，設計要件

として展開するため，記載を適正化。 

【許可からの変更点】 

技術基準規則の記載を踏まえ，記載の適正化

及び追加を実施。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第２７条 （遮蔽）（2 / 14） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  上記の遮蔽設備以外に，機器及び

設備の補修及び点検のために一時的

に使用する一時的遮蔽については，

その運用を保安規定に定めて，管理

する。遮2-③ 

 

 

(4) 再処理施設内の遮蔽設計に当たっ

ては，放射線業務従事者の作業場所

への立入頻度及び立入時間を考慮

し，遮蔽設計区分を設け，区分ごと

に基準線量率を設定するとともに，

管理区域を適切に区分し，区分ごと

の放射線業務従事者の被ばく低減に

留意した基準線量率を定め，これを

満足するよう遮蔽設備を設計する。

遮2-④ 

 

 

 

 

 

(5) 遮蔽設備に開口部又は配管，ダク

ト等の貫通部がある場合でものにあ

って，放射線障害を防止するために

必要がある場合には，次の放射線漏

えい防止措置を講じて基準線量率を

満足する設計とする。 

 a．セル遮蔽及び外部遮蔽に開口部又

は貫通部を設ける場合，人が容易に

接近できないような場所（通路の行

き止まり部，高所等）への設置 

b．開口部及び貫通部に対する遮蔽

（迷路構造，屈曲構造，スクリュー

ダクト，鉄等の遮蔽材の設置） 

c．線源機器と開口部又は貫通部の位

置関係により，開口部又は貫通部か

ら線源機器が直視できない措置遮2-

⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅲ) 開口部又は配管，ダクト等の壁貫通

部は，迷路構造，遮蔽材を設置する等

の処理をして放射線を遮蔽する設計と

する。遮 2-⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅳ) 放射線業務従事者の作業場所への立

ち入り頻度及び立ち入り時間を考慮し

た遮蔽設計区分を設け，区分ごとの基

準線量率を満足する設計とする。 

遮2-④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 放射線業務従事者の作業場所への立

ち入り頻度及び立ち入り時間を考慮し

た遮蔽設計区分を設け，区分ごとの基

準線量率を満足する設計とする。◇1  

また，放射線業務従事者の立ち入る

場所の線量率は，放射性物質を内包す

る機器の遮蔽及びこれらの機器を収納

するセル又は室の遮蔽を適切に組み合

わせることによって低減する。◇1  

 

 

 

 

 

 

(５) 開口部又は配管，ダクト等の壁貫通

部は，迷路構造，遮蔽材を設置する等

処理をして放射線を遮蔽する設計とす

る。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遮蔽設計は，実効線量が 1.3 mSv/3 月

間を超えるおそれがある区域を管理区域

としたうえで，日本電気協会「原子力発

電所放射線遮へい設計規程（ＪＥＡＣ４

６１５）」の通常運転時の遮蔽設計に基

づく設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生体遮蔽に開口部又は配管その他の貫

通部があるものにあっては，必要に応

じて次の放射線漏えい防止措置を講じ

た設計とするとともに，自重，附加荷

重及び熱応力に耐える設計とする。 

・開口部を設ける場合，人が容易に

接近できないような場所（通路の

行き止まり部，高所等）への開口

部設置 

・貫通部に対する遮蔽補強（スリ

ーブと配管との間隙への遮蔽材

の充てん等） 

・線源機器と貫通孔との位置関係に

より，貫通孔から線源機器が直視

できない措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（格納容器圧力逃し装置に係る内容は，
東海第二特有の記載であるため，省略す
る） 

 

 

 

 

 

遮 2-③（P5 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遮 2-④（P4 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉は，技術基準規則の解釈におい

て，日本電気協会「原子力発電所放射線

遮へい設計規程」（JEAC4615-2008）を

適用する要求があるが，再処理施設にお

いては，同様の要求がないため。 

【許可からの変更点】 

遮蔽設計区分及び基準線量率の設定は，

再処理施設内の遮蔽設計に係るものであ

ることを明確化。 

【「等」の解説】 

「通路の行き止まり部，高所等」について

は，人が接近できないような場所の例示で

あり，記載の 2箇所に限定されないことか

ら，「通路の行き止まり部，高所等」を用

いた。 

【許可からの変更点】 

技術基準規則の要求事項から，開口部及び

貫通部の対象を明確化したことに伴い，基

本設計方針において「壁」を削除。 

【許可からの変更点】 

技術基準規則の要求事項から，開口部及び

貫通部があるものの対象を明確化した。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

自重，附加荷重及び熱応力に関する記載

は，発電炉の技術基準規則の要求であり，

再処理施設には同様の要求がないため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業指定基準規則において，管

理区域を線量率に応じた区分を

設ける要求があり，技術基準規

則に明確な記載はないが，許可

との整合性を考慮し，基本設計

方針に記載。 

【許可からの変更点】 

技術基準規則の要求事項及びその

他の措置について発電炉の技術基

準の解釈の要求事項を踏まえて，

貫通部における放射線漏えい防止

の具体的な措置を記載。 

【「等」の解説】 

「配管，ダクト等」の指す内容は

配管，ダクト，電線管，ケーブル

トレイ，遮蔽設備を貫通する機器

であり，対象が多岐にわたるた

め，許可の記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

「遮蔽材を設置する等」につい

て，対象を明確にした。 

【許可からの変更点】 

遮蔽設計において，放射線業務従事者の立

入頻度及び立入時間の考慮は作業場所に限

らないため，基本設計方針において「作業

場所への」を削除 

【許可からの変更点】 

MOX 燃料加工施設の記載と横並びを取り，

管理区域を適切に区分することを追加。 

【許可からの変更点】 

技術基準規則の要求事項か

ら，放射線漏えい防止措置の

記載を明確化した。 
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(6) 遮蔽設計に使用する線源は，再処

理施設の各建屋に収納される放射性

物質について，最大処理能力，最大

貯蔵量及び工程内で核種の組成や濃

度が変化するといった再処理施設の

特徴を考慮し，遮蔽設計上厳しい条

件を設定する。遮1-③，遮2-⑥ 

 

 

  また，遮蔽計算においては，信頼

性のある計算コードを用いて計算す

るとともに，遮蔽材の形状及び材質

並びに計算誤差等を考慮し，十分な

安全裕度余裕を見込む設計とする。

遮1-④，遮2-⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 運転時の異常な過渡変化時及び設

計基準事故時において，再処理施設

の状態の監視及び必要な操作を行う

制御室は，運転員がその場にとどま

っても過度の被ばくを受けない設計

とする。遮2-⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅴ) 遮蔽設計に用いる線源は，最大処理

能力，最大貯蔵量，工程内で核種の組

成や濃度が変化するといった再処理施

設の特徴を考慮し，遮蔽設計上厳しい

条件を設定する。遮1-③，遮2-⑥ 

 

 

 

 

また，遮蔽計算においては，信頼性

のある計算コードを用いて計算すると

ともに，遮蔽材の形状及び材質並びに

計算誤差等を考慮し，十分な安全余裕

を見込む設計とする。遮1-④，遮2-⑦ 

 

 

 

(ⅵ) 放射線業務従事者の立入場所におけ

る線量を合理的に達成できる限り低

減できるように，放射線業務従事者

の作業性等を考慮して，遮蔽，機器

の配置，放射性物質の漏えい防止，

換気□3 □4 等，所要の放射線防護上の

措置を合理的に達成可能な限り講ず

る。遮2-①b 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅶ) 運転時の異常な過渡変化時又は設計

基準事故時において，再処理施設の状

態の監視及び必要な操作を行う制御室

は，運転員がその場にとどまっても過

度の被ばくを受けない設計とする。□5  

遮 2-⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(６) 遮蔽設計に用いる線源は，最大再処

理能力，最大貯蔵量，工程内で核種の

組成や濃度が変化するといった再処理

施設の特徴を考慮し，遮蔽設計上厳し

い条件を設定する。◇1  

 

 

 

 

また，遮蔽計算においては，信頼性

のある計算コードを用いて計算すると

ともに，遮蔽材の形状及び材質並びに

計算誤差等を考慮し，十分な安全余裕

を見込む設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７) 再処理施設は，設計基準事故時にお

いても，敷地周辺の公衆に対して著し

い放射線被ばくのリスクを与えないよ

うにする。◇6 ◇2  

 

 

(８) 運転時の異常な過渡変化時又は設計

基準事故時において，再処理施設の状

態の監視及び必要な操作を行う制御室

は，運転員がその場にとどまっても過

度の被ばくを受けない設計とする。◇7

◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遮 2-①b（P1 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「計算誤差等」については，

計算に係る諸条件を包括した

表記であることから，詳細は

添付書類Ⅱで示し，当該箇所

では許可の記載を用いる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

最大処理能力，最大貯蔵量及び

工程内で核種の組成や濃度が変

化するといった再処理施設の特

徴を考慮し，遮蔽設計に使用す

る線源の方針を基本設計方針に

記載。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業指定基準規則において遮蔽

計算の方針に係る記載があり，

技術基準規則に明確な記載はな

いが，許可との整合性を考慮

し，基本設計方針に記載。 

【許可からの変更点】 

冒頭宣言で記載しており，重複するた

め，基本設計方針に記載しない。 

【許可からの変更点】 

事業指定基準規則の解釈及び MOX 燃料加

工施設の記載を踏まえ，記載を適正化。 
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1.3.2 遮蔽設計区分 

遮蔽設計区分は，放射線業務従事者及

び管理区域に一時的に立ち入る者（以下

「放射線業務従事者等」という。）の立

ち入り頻度，立ち入り時間を考慮して５

段階に区分するとともに◇2 ，放射線業務

従事者の被ばく低減に留意した設計基準

線量率を定める。◇1  

 

区    分 
基準線量

率 

管理区

域外 

Ⅰ1: 管理区域

外 

≦ 2.6μ

Sv/h 

管理区

域内 

Ⅰ2: 週48時間

以内しか立ち入

らないところ 

≦  10μ

Sv/h 

Ⅰ3: 週10時間

程度しか立ち入

らないところ 

≦  50μ

Sv/h 

Ⅰ4: 週１時間

程度しか立ち入

らないところ 

≦ 500μ

Sv/h 

Ⅰ5: 通常は立

ち入らないとこ

ろ 

＞ 500μ

Sv/h 

（注）上表区分欄に示す時間は，毎週必

ず立ち入る時間を示すものではな

く，立ち入りに対する制限は線量

率，作業に要する時間及び個人の

線量を考慮して決定する。◇2  

 遮蔽設計区分図を第1.3－１図～第1.3

－102図に示す。◇2  

 

1.3.3 遮蔽の分類 

再処理施設には，敷地周辺の公衆及び

放射線業務従事者等の被ばくを低減する

ため◇1 以下の遮蔽を設ける。遮1-②b，

遮2-②b 

(１) セル遮蔽 遮1-②b，遮2-②b 

セル遮蔽は，セル，貯蔵室等を構成

する構築物であり，セル内，貯蔵室内

等の放射性物質を内包する機器等から

の放射線を低減するためのもので，主

要部はコンクリート壁等の遮蔽体で構

成する。◇2  

(２) 補助遮蔽 遮1-②b，遮2-②b 

補助遮蔽は，設備，機器周りの遮蔽

で放射性物質を内包する機器等からの

放射線を低減するためのもので，コン

クリート壁，水，鉛板，鉄板等の遮蔽

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遮 2-④（P2 ヘ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遮 1-②b，遮 2-②b

（P1 へ） 

遮 1-②b，遮 2-②b

（P1 へ） 

 

 

 

 

 

遮 1-②b，遮 2-②b

（P1 へ） 
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体で構成する。◇2  

(３) 外部遮蔽 遮1-②b，遮2-②b 

外部遮蔽は，建物外壁等を構成する

構築物であり，建物又は施設の外側及

び周辺監視区域外への放射線を低減す

るためのもので，主要部はコンクリー

ト壁等の遮蔽体で構成する。◇2  

また，以上の遮蔽のほかに，機器及

び設備の補修等のために一時的に使用

する一時的遮蔽として，コンクリート

ブロック，鉛板，鉄板等からなる遮蔽

体を必要に応じて使用する。◇8 遮2-③ 

再処理施設の遮蔽の主要設備の仕様

を第1.3－１表に示す。◇3  

 

1.3.4 遮蔽設計に用いる線源◇2  

  遮蔽設計に用いる線源は，以下のと

おり設定する。 

(１) 遮蔽設計に用いる設計用燃料仕様 

再処理施設の各施設における遮蔽設

計に用いる設計用燃料仕様を第1.7.8

－１表に示すとおり設定する。また，

製品貯蔵施設等での娘核種のビルドア

ップを考慮した設計とする。 

 

 (２) 遮蔽設計に用いる線源強度 

ａ．ガンマ線の遮蔽設計に用いる線源強

度及びエネルギスペクトルは，設備，

機器等の最大放射能量を考慮するとと

もに，遮蔽設計に用いる設計用燃料仕

様に基づき，ＯＲＩＧＥＮ２コードに

より算出される核種組成を基準に，工

程内での組成変化，濃度変化等を考慮

し，遮蔽設計上厳しい評価結果を与え

るように設定する。 

ｂ．中性子線の遮蔽設計に用いる線源強

度は，設備，機器等の最大放射能量を

考慮するとともに，遮蔽設計に用いる

設計用燃料仕様に基づき，ＯＲＩＧＥ

Ｎ２コードにより算出されるアクチノ

イド及びその娘核種の工程内での組成

変化，濃度変化等を考慮して中性子発

生数を設定し，遮蔽設計上厳しい評価

結果を与えるように設定する。また，

中性子線エネルギスペクトルは，遮蔽

設計上厳しい評価結果を与えるように

キュリウム－242による（α，ｎ）反

応で生成する中性子線のエネルギスペ

クトルとする。ただし，プルトニウム

精製設備からウラン・プルトニウム混

合酸化物貯蔵設備までは，プルトニウ

 

 

 

 

 

 

遮 1-②b，遮 2-②b

（P1 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

遮 2-③（P2 へ） 
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ム－239の（ｎ，ｆ）反応により生成

する中性子線のエネルギスペクトルと

する。 

ｃ．使用済燃料を収納した使用済燃料輸

送容器（以下「キャスク」という。）

を取り扱う工程での遮蔽設計に用いる

線源強度は，キャスク表面から１ｍ離

れた位置での線量当量率を100μＳｖ

／ｈとし，また，エネルギスペクトル

は，遮蔽設計上厳しい評価結果を与え

るようにキャスクから放出される放射

線エネルギのうち高エネルギの７Ｍｅ

Ｖ単一ガンマ線として設定する。 

ｄ．原子炉施設から使用済燃料集合体等

とともに持ち込まれる腐食生成物質を

取り扱う工程での遮蔽設計に用いる線

源強度は，原子炉施設の実績等に基づ

いて設定し，また，エネルギスペクト

ルは，遮蔽設計上厳しい評価結果を与

えるようにコバルト－60を代表核種と

して設定する。 

 

(３) 遮蔽設計に用いる線源の核種組成◇2  

再処理施設は，ウラン及びプルトニ

ウムと核分裂生成物質等を分離する施

設であるので，再処理工程内における

放射性物質の組成は領域ごとに異な

る。 

遮蔽設計においては，線源の組成が

大きく寄与することから，再処理工程

内での放射性物質の挙動を考慮し，第

1.3－103図に示す核種組成の領域及び

第1.3－２表に示す核種組成を基に遮

蔽設計に用いる線源の核種組成を設定

する。 

ここで，分離設備下流のウラン精製

設備，プルトニウム精製設備を含むＳ

５領域の組成をルテニウム，ロジウム

で代表させているが，これは，分離設

備出口以降の工程では，核分裂生成物

質のうちルテニウム，ロジウム及び気

体状の核分裂生成物質を除くもの（以

下「その他のＦＰ」という。）のガン

マ線エネルギスペクトルへの影響が，

ルテニウム，ロジウムに比べて無視で

きる程度であることを表している。分

離設備における抽出特性の差異から，

分離設備出口以降ではルテニウム，ロ

ジウムのその他のＦＰ核種に対する割

合は増加する。ルテニウム，ロジウム

とその他のＦＰを加えた全てのアルフ
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ァ線を放出しない核種及びルテニウ

ム，ロジウムに対して報告されている

知見等から，ルテニウム，ロジウムの

その他のＦＰに対する相対的な割合は

分離設備入口に比べて約24倍以上に増

加する。こうした場合，全てのガンマ

線源核種をルテニウム，ロジウムと考

えても，単位線源強度当たりの線量当

量率は同じと見なせ，遮蔽設計用燃料

仕様の持つ安全余裕等を考慮すると，

あらゆる遮蔽厚さに対する線源条件と

して，安全余裕は確保される。そこ

で，分離設備下流のウラン精製設備，

プルトニウム精製設備を含む領域を統

合し，線源組成として100％（Ｒｕ，

Ｒｈ) を設定する。 

 

1.9.3 遮蔽等 

（遮蔽等） 

第三条 安全機能を有する施設

は、運転時及び停止時において

再処理施設からの直接線及びス

カイシャイン線による工場等周

辺の線量が十分に低減できるよ

う、遮蔽その他適切な措置を講

じたものでなければならない。 

２ 安全機能を有する施設は、工場

等内における放射線障害を防止す

る必要がある場合には、次に掲げ

るものでなければならない。 

一 管理区域その他工場等内の人

が立ち入る場所における線量を

低減できるよう、遮蔽その他適

切な措置を講じたものとするこ

と。 

二 放射線業務従事者が運転時の

異常な過渡変化時及び設計基準

事故時において、迅速な対応を

するために必要な操作ができる

ものとすること。 

 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

安全機能を有する施設は，再処理施設

からの直接線及びスカイシャイン線によ

る公衆の線量が，運転時及び停止時にお

いて合理的に達成できる限り低減できる

よう再処理施設の配置を考慮した遮蔽設

計を行う。◇1  
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第２項について 

安全機能を有する施設は，工場等内に

おける放射線障害を防止する必要がある

場合には，次の方針に基づき遮蔽設計を

行う。◇1  

 

第一号について 

安全機能を有する施設は，放射線業務

従事者の外部放射線による放射線障害を

防止できるように，以下のような放射線

防護上の措置を講ずる。◇1  

(１) 遮  蔽 

安全機能を有する施設は，外部放射

線による放射線障害を防止するため，

遮蔽設計区分を設け，各区分に定める

基準線量率を満足するよう遮蔽設計を

行う。また，開口部又は配管，ダクト

等の壁貫通部に対しては，迷路構造，

遮蔽材を設置する等の処理をして放射

線を遮蔽する設計とする。◇1  

遮蔽設計に当たっては，遮蔽計算に

用いる遮蔽材の形状，材質等を考慮

し，最も厳しい評価結果となるよう計

算する。◇1  

管理区域は，外部放射線に係る線量

率の高低，空気中の放射性物質の濃度

又は床，壁及び天井の表面の放射性物

質の密度に起因する汚染の高低等を勘

案して区分する。◇1  

(２) 換気設備 

換気設備は，汚染のおそれのある区

域を，清浄区域より負圧に維持できる

ようにするとともに，汚染の程度の低

い区域から汚染の程度のより高い区域

に向かって空気を流し，汚染の拡大を

防止する設計とする。◇4  

(３) 放射性物質の漏えい防止 

安全機能を有する施設は，放射性物

質を限定した区域に閉じ込め，放射性

物質の漏えいを防止する設計とする。

◇5  

(４) その他 

せん断機，溶解槽等の機器は，セル

内に収納し，放射性物質を限定した区

域に閉じ込めるとともに，セル遮蔽に

より機器等からの放射線を低減する設

計とする。◇1 ◇5  

再処理施設の運転の監視及び制御に

必要な表示及び操作装置は，中央制御

室に配置し，また，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設等の運転の監視及
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び制御に必要な表示及び操作装置は，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室

に設置することにより，集中的に監視

及び制御ができる設計とする。◇6  

 

第二号について 

安全機能を有する施設は，運転時の異

常な過渡変化時及び設計基準事故時にお

いて，放射線業務従事者が，必要な操作

及び措置ができる遮蔽設計及び換気設計

とする。◇1 ◇4  

 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.3 放射線の遮蔽に関する設計 

1.4 使用済燃料等の閉じ込めに関す

る設計 

6.  計測制御系統施設 

7.  放射性廃棄物の廃棄施設 

添付書類七の下記項目参照 

2.2 管理区域の管理 

5. 平常時における公衆の線量評価 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
第 1.3－１表 遮蔽の主要設備の仕様◇3  

 

(１) 使用済燃料輸送容器管理建屋＊ 

 セル遮蔽(除染室)  厚さ 約 0.9ｍ

以上 

         材料 コンクリート 

外部遮蔽    厚さ 約 1.0ｍ以上 

         材料 コンクリート 

(２) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋＊ 

セル遮蔽(燃料貯蔵プール) 

厚さ 約 1.5ｍ以上 

         材料 コンクリート 

補助遮蔽(燃料貯蔵プール) 

水深 約 6.9ｍ 

         材料 水 

外部遮蔽    厚さ 約 1.0ｍ以上 

         材料 コンクリート 

(３) 前処理建屋 

セル遮蔽(清澄機セル) 

 厚さ 約 1.4ｍ以上 

                  材料 コンクリート 

セル遮蔽(溶解槽セル) 

厚さ 約 1.1ｍ以上 

       材料 重量コンクリート 

外部遮蔽    厚さ 約 1.0ｍ以上 

         材料 コンクリート 

(４) 分離建屋 

セル遮蔽(高レベル廃液濃縮缶セル) 

         厚さ 約 1.6ｍ以上 

         材料 コンクリート 

外部遮蔽    厚さ 約 1.0ｍ以上 

         材料 コンクリート 

(５) 精製建屋 

セル遮蔽(第２酸回収蒸発缶セル) 

厚さ 約 0.9ｍ以上 

         材料 コンクリート 

外部遮蔽    厚さ 約 1.0ｍ以上 

         材料 コンクリート 

(６) ウラン脱硝建屋 

セル遮蔽(硝酸ウラニル貯蔵室) 

厚さ  約 0.3ｍ以上 

         材料 コンクリート 

外部遮蔽    厚さ 約 1.0ｍ以上 

         材料 コンクリート 

(７) ウラン・プルトニウム混合脱硝建 

   屋 

セル遮蔽(硝酸プルトニウム貯槽セル) 

         厚さ 約 0.8ｍ以上 

         材料 コンクリート 

外部遮蔽   厚さ 約 1.0ｍ以上 

         材料 コンクリート 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
(８) ウラン酸化物貯蔵建屋 

セル遮蔽(貯蔵室)  厚さ 約 0.5ｍ

以上 

         材料 コンクリート 

外部遮蔽    厚さ 約 1.0ｍ以上 

         材料 コンクリート 

(９) ウラン・プルトニウム混合酸化物

貯蔵建屋 

セル遮蔽(貯蔵室)厚さ 約 0.5ｍ以上 

         材料 コンクリート 

外部遮蔽    厚さ 約 1.0ｍ以上 

         材料 コンクリート 

(10) 高レベル廃液ガラス固化建屋 

セル遮蔽(高レベル濃縮廃液貯槽セル) 

         厚さ 約 1.5ｍ以上 

         材料 コンクリート 

セル遮蔽(固化セル) 厚さ 約 1.3ｍ

以上 

         材料 コンクリート 

セル遮蔽(貯蔵区域) 

厚さ コンクリート約 1.4ｍ以上 

     ＋鉄板約 4cm(天井及び床） 

     材料 コンクリート，鉄 

外部遮蔽    厚さ 約 1.0ｍ以上 

         材料 コンクリート 

(11) 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

 第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟 

セル遮蔽(貯蔵区域) 

  厚さ コンクリート約 1.7ｍ以上 

     ＋鉄板約 4cm(天井及び床） 

     材料 コンクリート，鉄 

外部遮蔽      厚さ 約 0.2ｍ以上 

            材料 コンクリート 

 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟 

セル遮蔽(貯蔵区域) 

 厚さ コンクリート約 1.7ｍ以上 

      ＋鉄板約 4cm(天井） 

   材料 コンクリート，鉄 

外部遮蔽      厚さ 約 0.2ｍ以上 

          材料 コンクリート 

(12) 低レベル廃液処理建屋 

セル遮蔽(第１低レベル第２廃液受槽

室) 

         厚さ 約 0.6ｍ以上 

         材料 コンクリート 

外部遮蔽    厚さ 約 1.0ｍ以上 

          材料 コンクリート 

(13) 低レベル廃棄物処理建屋 

セル遮蔽(第１廃棄物取扱室) 

  厚さ 約 0.9ｍ以上 

          材料 コンクリート 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
外部遮蔽     厚さ 約 1.0ｍ以上 

          材料 コンクリート 

(14) チャンネル ボックス・バーナブ

ル ポイズン処理建屋 

セル遮蔽(貯蔵室)厚さ 約 1.4ｍ以上 

         材料 コンクリート 

外部遮蔽    厚さ 約 1.0ｍ以上 

         材料 コンクリート 

(15) ハル・エンド ピース貯蔵建屋 

セル遮蔽(貯蔵プール) 

厚さ 約 1.5ｍ以上 

         材料 コンクリート 

補助遮蔽(貯蔵プール) 

水深 約 1.5ｍ以上 

         材料 水 

外部遮蔽    厚さ 約 1.0ｍ以上 

         材料 コンクリート 

(16) 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋＊ 

外部遮蔽 厚さ 約 0.5ｍ以上(天井) 

  約 0.5ｍ以上及び約 0.7ｍ以上(側壁） 

              材料 コンクリート 

(17) 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋＊ 

外部遮蔽       厚さ 約 1.0ｍ以上 

         材料 コンクリート 

(18) 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋＊ 

 外部遮蔽 厚さ 約 0.5ｍ以上(天井) 

 約 0.5ｍ以上及び約 0.7ｍ以上(側壁) 

        材料 コンクリート 

(19) 分析建屋 

セル遮蔽(回収槽セル)   

厚さ コンクリート約 0.7ｍ以上 

      ＋鉄板約 19 ㎝(天井) 

   コンクリート約 1.0ｍ以上(側壁) 

   材料 コンクリート，鉄 

外部遮蔽    厚さ 約 1.0ｍ以上 

         材料 コンクリート 

注）＊印の建物の遮蔽は，使用済燃料の

受入れ及び貯蔵に係る設備である。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
第 1.3－２表 核種組成表◇2  

 

領 域 線 源 組 成 (注) 

Ｓ０ 

 

Ｓ１ 

 

Ｓ２ 

 

 

Ｓ３ 

 

 

Ｓ４ 

 

 

Ｓ５ 

 

Ｓ７ 

 

 

 

Ｓ８ 

 

 

 

 

Ｓ９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ１０ 

 

 

 

 

 

Ｓ１１ 

 

 

 

 

 

 

ＦＰ＋ＡＰ＋アクチノイド 

 

ＦＰ＋アクチノイド 

 

ＡＰ＋0.5 ％ＦＰ＊１＋5.1 ％

（Ｒｕ，Ｒｈ） 

 

構造材 2ｋｇ中のＡＰ＋51％

（Ｒｕ，Ｒｈ） 

 

ＦＰ（気体状のＦＰを除く）

＋アクチノイド 

 

Ｒｕ，Ｒｈ 

 

Ｐｕ＋Ｐｕ１ｇ当たり4.44×1

0５Bq（Ｒｕ，Ｒｈ) 

＋5,000ppm ２４１Ａｍ／Ｐｕ 

 

Ｕ＋（Ｕ１ｇ当たりＰｕ及び

Ｎｐそれぞれ7,500 αdpm） 

＋Ｕ１ｇ当たり1.85×10４Bq

（Ｒｕ，Ｒｈ） 

 

精製後１年を経過したＰｕ＊２ 

＋Ｐｕ１ｇ当たり4.44×10５Bq

（Ｒｕ，Ｒｈ） 

＋精製後１年を経過したＵ＊３ 

＋（Ｕ１ｇ当たりＰｕ及びＮ

ｐそれぞれ7,500 αdpm） 

＋Ｕ１ｇ当たり1.85×10４Bq

（Ｒｕ，Ｒｈ) 

 

精製後１年を経過したＵ＊３ 

＋（Ｕ１ｇ当たりＰｕ及びＮ

ｐそれぞれ7,500 αdpm） 

＋Ｕ１ｇ当たり1.85×10４Bq

（Ｒｕ，Ｒｈ） 

 

遮蔽設計上最も厳しくなる貯

蔵期間を経過したＰｕ＊２ 

＋Ｐｕ１ｇ当たり4.44×10５Bq

（Ｒｕ，Ｒｈ） 

＋遮蔽設計上最も厳しくなる

貯蔵期間を経過したＵ＊３ 

＋（Ｕ１ｇ当たりＰｕ及びＮ
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第２７条 （遮蔽）（14 / 14） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

Ｓ１２ 

 

 

ｐそれぞれ7,500 αdpm） 

＋Ｕ１ｇ当たり1.85×10４Bq

（Ｒｕ，Ｒｈ） 

 

遮蔽設計上最も厳しくなる貯

蔵期間を経過したＵ＊３ 

＋（Ｕ１ｇ当たりＰｕ及びＮ

ｐそれぞれ7,500 αdpm） 

＋Ｕ１ｇ当たり 1.85×10４Bq

（Ｒｕ，Ｒｈ） 

 

 ＦＰ   ：核分裂生成物質 

 ＡＰ   ：放射化生成物質 

 ＦＰ＊１：核分裂生成物質のうちＲｕ

及びＲｈを除く 

 Ｐｕ＊２：Ｐｕ及びその核壊変によっ

て生成した物質 

 Ｕ＊３ ：Ｕ及びその核壊変によって

生成した物質 

 

（注）線源組成は，ＯＲＩＧＥＮ２コー

ドにより求められた単位質量当たり

の各核種の量を表中の分類に従って

合成することにより得られる。 
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別紙１② 

第 27 条（遮蔽） 様式-６ 設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 
 

第 27条（遮蔽） 

１．技術基準の条文、解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・

号 

解

釈 

添付書類 

遮 

1-① 

公衆に対する遮蔽 

（再処理施設からの直接線及びス

カイシャイン線による工場等周辺

の線量が原子力規制委員会の定め

る線量限度を十分下回る遮蔽設

計） 

技術基準の要求を受けている内容 1 項 － a,b 

遮 

1-② 

公衆に対する遮蔽 

（設備：遮蔽設備の設置） 
技術基準の要求を受けている内容 1 項 － b 

遮 

1-③ 

公衆に対する遮蔽 

（評価条件：線量評価に用いる線

源） 

技術基準の要求を受けている内容 1 項 － b 

遮 

1-④ 

公衆に対する遮蔽 

（計算・評価方法：計算コード及

び計算モデル） 

技術基準の要求を受けている内容 1 項 － b 

遮 

2-① 

放射線業務従事者等に対する遮蔽 

（放射線業務従事者等の線量が原

子力規制委員会の定める線量限度

を十分下回る遮蔽設計） 

技術基準の要求を受けている内容 ２項 － b 

遮 

2-② 

放射線業務従事者等に対する遮蔽 

（設備：遮蔽設備の設置） 
技術基準の要求を受けている内容 ２項 － b 

遮 

2-③ 

放射線業務従事者等に対する遮蔽 

（評価条件１：補修等時における

被ばく低減措置） 

欠番 

技術基準の要求を受けている内容 
２項 － - 

遮 

2-④ 

放射線業務従事者等に対する遮蔽

設計 

（運用：遮蔽設計区分及び基準線

量率） 

技術基準の要求を受けている内容 ２項 － a,b 

遮 

2-⑤ 

放射線業務従事者等に対する遮蔽 

（設備：遮蔽設備の開口部又は配

管，ダクト等の壁貫通部の放射線

の漏えい防止措置） 

技術基準の要求を受けている内容 ２項 － b 

遮 

2-⑥ 

放射線業務従事者等に対する遮蔽 

（評価条件：遮蔽設計に用いる線

源） 

技術基準の要求を受けている内容 ２項 － b 

遮 

2-⑦ 

放射線業務従事者等に対する遮蔽 

（計算・評価方法：計算コード及

び計算モデル） 

技術基準の要求を受けている内容 ２項 － b 
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別紙１② 

第 27 条（遮蔽） 様式-６ 設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 
 

遮 

2-⑧ 

放射線業務従事者等に対する遮蔽 

（運転時の異常な過渡変化時及び

設計基準事故時において，制御室

にとどまる運転員が過度の被ばく

を受けない設計） 

技術基準の要求を受けている内容 ２項 － b 

２．事業変更許可申請書の本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  添付書類六記載内容 
添付書類六の記載を基本設計方針とするため，記載し

ない。 
- 

□2  設備仕様 仕様表にて記載するため，記載しない。 a 

□3  他条文との重複記載（換気設備） 
第二十八条「換気設備」で記載する基本設計方針であ

るため，記載しない。 
b 

□4  他条文との重複記載（閉じ込め） 
第十条「閉じ込めの機能」で記載する基本設計方針で

あるため，記載しない。 
c 

□5  
他条文との重複記載 

（制御室等） 

第二十三条「制御室等」で記載する基本設計方針であ

るため，記載しない。 
b 

３．事業変更許可申請書の添六のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）と重複する内容

であるため，記載しない。 
- 

◇2  添付書類記載事項 
添付書類Ⅱ「放射線による被ばくの防止に関する説明

書」で詳細を記載するため，記載しない。 
b 

◇3  設備仕様 仕様表にて記載するため，記載しない。 a 

◇4  他条文との重複記載（換気設備） 
第二十八条「換気設備」で記載する基本設計方針であ

るため，記載しない。 
b 

◇5  
他条文との重複記載 

（閉じ込めの機能） 

第十条「閉じ込めの機能」で記載する基本設計方針で

あるため，記載しない。 
c 

◇6  

他条文との重複記載 

（安全上重要な施設及び安全機能

有する施設） 

第十五条「安全上重要な施設」及び第十六条「安全機

能を有する施設」で記載する基本設計方針であるため，

記載しない。 

- 

◇7  
他条文との重複記載 

（制御室） 

第二十三条「制御室等」で記載する基本設計方針であ

るため，記載しない。 
b,d 

◇8  運用 
運用に係る記載であり，設工認対象となる設備はなく，

保安規定に定めて管理するため，記載しない。 
- 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 仕様表 

b Ⅱ 放射線による被ばくの防止に関する説明書 

c Ⅳ-1-1-3 再処理施設の閉じ込めの機能に関する説明書 

d Ⅳ-1-3-1-1 制御室の機能に関する説明書 
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令和３年 10 月８日 Ｒ１ 

 

 

 

 

 

別紙２ 
 

 

 

基本設計方針を踏まえた添付書類の 

記載及び申請回次の展開 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第27条 遮蔽）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

8.　遮蔽
  安全機能を有する施設は，周辺監視区域外の線量及び放射線業務従事
者の線量が，「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等
の規定に基づく線量限度等を定める告示」（以下「線量告示」とい
う。）に定められた線量限度を超えないことはもとより，公衆の被ばく
線量及び放射線業務従事者が立ち入る場所における線量を合理的に達成
できる限り低くする設計とする。 冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明書

Ⅱ-1　放射線による被ばくの防止に関する基本
方針
1．放射線による被ばくの防止の基本方針

Ⅱ-1-1　遮蔽設計に関する基本方針
1.　基本的な考え方

【基本的な考え方】
・放射線による被ばくの防止の基本方針を記載
・遮蔽設計の基本方針を記載

- - - - - 〇 基本方針 基本方針 -

Ⅱ-1　放射線による被ばくの防止
に関する基本方針
1．放射線による被ばくの防止の
基本方針

Ⅱ-1-1 遮蔽設計に関する基本方
針
1.　基本的な考え方

【基本的な考え方】
・放射線による被ばくの防止の基
本方針を記載

・遮蔽設計の基本方針を記載

基本方針

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明書

Ⅱ-1-1　遮蔽設計に関する基本方針
1.　基本的な考え方

【基本的な考え方】
・遮蔽設計の基本方針を記載

- - - - - 〇 基本方針 基本方針 -
Ⅱ-1-1 遮蔽設計に関する基本方
針
1.　基本的な考え方

【基本的な考え方】
・遮蔽設計の基本方針を記載

3

(2) 再処理施設内における外部放射線による放射線障害を防止する必要
がある場所には，放射線業務従事者の作業性，視認性及び動線を考慮し
て，遮蔽設備を設置するとともに適切な作業管理とあいまって，放射線
業務従事者の被ばく線量が線量告示に定められた線量限度を超えない設
計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明書

Ⅱ-1-1　遮蔽設計に関する基本方針
1.　基本的な考え方

【基本的な考え方】
・遮蔽設計の基本方針を記載

- - - - - 〇 基本方針 基本方針 -
Ⅱ-1-1 遮蔽設計に関する基本方
針
1.　基本的な考え方

【基本的な考え方】
・遮蔽設計の基本方針を記載

Ⅱ-2-2-3 各建屋からの平常時に
おける直接線及びスカイシャイン
線による線量の評価
Ⅱ-2-2-3-13 第2低レベル廃棄物
貯蔵建屋からの平常時における直
接線及びスカイシャイン線による
線量の評価

Ⅱ-2-3　再処理施設からの平常時
における直接線及びスカイシャイ
ン線による線量の評価まとめ
Ⅱ-2-3-1　再処理施設に係る建屋
からの平常時における直接線及び
スカイシャイン線による線量の評
価

上記以外のⅡ　放射線による被ば
くの防止に関する説明書
既設工認添付書類
「Ⅱ　放射線による被ばくの防止
に関する説明書」の記載より変更
なし

【公衆の線量率の評価】
・第2低レベル廃棄物貯蔵建屋か
らの直接線及びスカイシャイン線
による公衆の被ばく線量評価に係
る評価条件と評価結果を記載

・再処理施設からの直接線及びス
カイシャイン線による公衆の被ば
く線量に係る評価結果を記載

・上記以外については，既設工認
の添付書類に変更がないことを説
明する。

- - - - - 〇 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 基本方針
＜遮蔽設備＞
・主要寸法
・主要材料

【公衆の線量率の評価】
・第2低レベル廃棄物貯蔵建屋からの直接線及び
スカイシャイン線による公衆の被ばく線量評価
に係る評価条件と評価結果を記載

・再処理施設からの直接線及びスカイシャイン
線による公衆の被ばく線量に係る評価結果を記
載

添付書類　構成
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

(1) 安全機能を有する施設は，放射線業務従事者の放射線障害を防止す
るために必要な遮蔽設備を適切に設置すること及び再処理施設と周辺監
視区域境界までの距離を確保することとあいまって，運転時及び停止時
において再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線による周辺監視
区域外の線量を合理的に達成できる限り低減し，周辺監視区域外におけ
る線量限度を十分に下回るような遮蔽設計とする。

機能要求②
評価要求

使用済燃料輸送容器管理建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟
低レベル廃液処理建屋
低レベル廃棄物処理建屋
チャンネル ボックス・バーナブル
ポイズン処理建屋
ハル・エンド ピース貯蔵建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第２低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋
分析建屋
前処理建屋/使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋/ハル・エンドピース貯蔵建屋間
洞道
分離建屋／高レベル廃液ガラス固化
建屋間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/
低レベル廃液処理建屋/低レベル棄物
処理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン脱硝建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋間洞道

2

設計方針
評価条件

評価（遮蔽計算）

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明書

Ⅱ-2-2-3 各建屋からの平常時における直接線及
びスカイシャイン線による線量の評価
Ⅱ-2-2-3-13 第2低レベル廃棄物貯蔵建屋からの
平常時における直接線及びスカイシャイン線に
よる線量の評価

Ⅱ-2-3　再処理施設からの平常時における直接
線及びスカイシャイン線による線量の評価まと
め
Ⅱ-2-3-1　再処理施設に係る建屋からの平常時
における直接線及びスカイシャイン線による線
量の評価

上記以外について，既設工認添付書類
「Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明
書」の記載より変更なし
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第27条 遮蔽）

別紙２

1

8.　遮蔽
  安全機能を有する施設は，周辺監視区域外の線量及び放射線業務従事
者の線量が，「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等
の規定に基づく線量限度等を定める告示」（以下「線量告示」とい
う。）に定められた線量限度を超えないことはもとより，公衆の被ばく
線量及び放射線業務従事者が立ち入る場所における線量を合理的に達成
できる限り低くする設計とする。 冒頭宣言

3

(2) 再処理施設内における外部放射線による放射線障害を防止する必要
がある場所には，放射線業務従事者の作業性，視認性及び動線を考慮し
て，遮蔽設備を設置するとともに適切な作業管理とあいまって，放射線
業務従事者の被ばく線量が線量告示に定められた線量限度を超えない設
計とする。

冒頭宣言

項目
番号

基本設計方針 要求種別

(1) 安全機能を有する施設は，放射線業務従事者の放射線障害を防止す
るために必要な遮蔽設備を適切に設置すること及び再処理施設と周辺監
視区域境界までの距離を確保することとあいまって，運転時及び停止時
において再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線による周辺監視
区域外の線量を合理的に達成できる限り低減し，周辺監視区域外におけ
る線量限度を十分に下回るような遮蔽設計とする。

機能要求②
評価要求

2

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第2Gr（貯蔵庫共用）と同一

＜遮蔽設備＞
・主要寸法
・主要材料

△ 基本方針 基本方針 - -

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に
関する説明書
既設工認添付書類
「Ⅱ　放射線による被ばくの防止
に関する説明書」の記載より変更
なし

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

第2Gr（貯蔵庫共用）と同一

-
＜遮蔽設備＞
・主要寸法
・主要材料

△ 基本方針

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に
関する説明書
既設工認添付書類
「Ⅱ　放射線による被ばくの防止
に関する説明書」の記載より変更
なし

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

第2Gr（貯蔵庫共用）と同一

第2Gr（貯蔵庫共用）と同一

第2Gr（貯蔵庫共用）と同一

第2Gr（貯蔵庫共用）と同一

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第27条 遮蔽）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 基本方針 -
Ⅱ-1-1 遮蔽設計に関する基本方
針
3.　遮蔽の分類

Ⅱ-1-1 遮蔽設計に関する基本方
針
1.　基本的な考え方

- - - - -

- - - - -

【基本的な考え方】
・遮蔽設計の基本方針を記載

【遮蔽設備の定義】
・遮蔽設備の種類及び使用する主
な材質を記載

基本方針〇 基本方針 -

〇設計方針

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明書

Ⅱ-1-1　遮蔽設計に関する基本方針
3.　遮蔽の分類

【基本的な考え方】
・遮蔽設計の基本方針を記載

使用済燃料輸送容器管理建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟
低レベル廃液処理建屋
低レベル廃棄物処理建屋
チャンネル ボックス・バーナブル
ポイズン処理建屋
ハル・エンド ピース貯蔵建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第２低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋
分析建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋／使用
済燃料輸送容器管理建屋（除染エリ
ア）間洞道
前処理建屋/使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋/ハル・エンドピース貯蔵建屋間
洞道
分離建屋／高レベル廃液ガラス固化
建屋間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/
低レベル廃液処理建屋/低レベル棄物
処理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン脱硝建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋間洞道
ウラン脱硝建屋/ウラン酸化物貯蔵建
屋間洞道
高レベル廃液ガラス固化建屋/第1ガ
ラス固化体貯蔵建屋間洞道
低レベル廃棄物処理建屋/第2低レベ
ル廃棄物貯蔵建屋間洞道
低レベル廃棄物処理建屋/チャンネル
ボックス・バーナブルポイズン処理
建屋間洞道
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料取出し設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設
備）
プルトニウム精製設備
ウラン脱硝設備（蒸発濃縮系）
ウラン脱硝設備（ウラン脱硝系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（溶液系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（ウラン・プルトニウム混合脱硝
系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（焙焼還元系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（粉体系）
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵設備
溶媒回収設備(分離・分配系)
溶媒回収設備（プルトニウム精製
系）
溶媒回収設備（ウラン精製系）
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備（塔
槽類廃ガス処理系）
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備（パ
ルセータ廃ガス処理系）
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備（塔
槽類廃ガス処理系（ウラン系））
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備（塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系））
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液
廃ガス処理系）
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃
ガス処理系）
分析建屋塔槽類廃ガス処理設備
前処理建屋換気設備
低レベル廃液処理設備（使用済燃料
の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理
系）
低レベル固体廃棄物貯蔵設備（ハ
ル・エンドピース貯蔵系）
分析設備

【遮蔽設備の定義】
・遮蔽設備の種類及び使用する主な材質を記載

基本方針

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明書

Ⅱ-1-1　遮蔽設計に関する基本方針
1.　基本的な考え方

(3) 安全機能を有する施設は，取り扱う放射性物質の種類，量及びその
移動を考慮し，放射線の遮蔽効果のある機器，洞道，セル及び建屋の内
部に放射性物質を収納し，セル遮蔽，補助遮蔽及び外部遮蔽から構成す
る遮蔽設備を組み合わせる設計とする。

4 定義
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第27条 遮蔽）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

(3) 安全機能を有する施設は，取り扱う放射性物質の種類，量及びその
移動を考慮し，放射線の遮蔽効果のある機器，洞道，セル及び建屋の内
部に放射性物質を収納し，セル遮蔽，補助遮蔽及び外部遮蔽から構成す
る遮蔽設備を組み合わせる設計とする。

4 定義

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

第2Gr（貯蔵庫共用）と同一

△ 基本方針 基本方針 -

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に
関する説明書
既設工認添付書類
「Ⅱ　放射線による被ばくの防止
に関する説明書」の記載より変更
なし

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

△ 基本方針 基本方針 - - -

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に
関する説明書
既設工認添付書類
「Ⅱ　放射線による被ばくの防止
に関する説明書」の記載より変更
なし

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

第2Gr（貯蔵庫共用）と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第27条 遮蔽）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

基本方針
Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明書

Ⅱ-1-1　遮蔽設計に関する基本方針
1.　基本的な考え方

【基本的な考え方】
・遮蔽設計の基本方針を記載

- - - - - 〇 基本方針 基本方針 -
Ⅱ-1-1 遮蔽設計に関する基本方
針
1.　基本的な考え方

【基本的な考え方】
・遮蔽設計の基本方針を記載

- - - - - 〇 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 基本方針

＜運搬・製品容
器(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜ポンプ(遮蔽設
備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜ラック/ピット
/棚(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜ガラス固化体
貯蔵ピット(遮蔽
設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜搬送設備(遮蔽
設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜廃棄物処理機
械装置(遮蔽設
備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜焼結・乾燥装
置(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜機械・検査装
置(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜核物質等取扱
ボックス(遮蔽設
備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜遮蔽設備＞
・主要寸法
・主要材料

--- 基本方針

＜運搬・製品容
器(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜ポンプ(遮蔽設
備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜ラック/ピット
/棚(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜ガラス固化体
貯蔵ピット(遮蔽
設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜搬送設備(遮蔽
設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜廃棄物処理機
械装置(遮蔽設
備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜焼結・乾燥装
置(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜機械・検査装
置(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜核物質等取扱
ボックス(遮蔽設
備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜遮蔽設備＞
・主要寸法
・主要材料

Ⅱ-2-2-1 各建屋における建屋内
の放射線遮蔽に関する計算書
Ⅱ-2-2-1-13 第2低レベル廃棄物
貯蔵建屋の建屋内の放射線遮蔽に
関する計算書

上記以外のⅡ　放射線による被ば
くの防止に関する説明書
既設工認添付書類
「Ⅱ　放射線による被ばくの防止
に関する説明書」の記載より変更
なし

【建屋内の線量率の評価】
・第2低レベル廃棄物貯蔵建屋内
の線量率評価に係る評価条件と評
価結果を記載。

上記以外については，既設工認の
添付書類に変更がないことを説明
する。

Ⅱ-1-1 遮蔽設計に関する基本方
針
2.　遮蔽設計の基準線量率

【遮蔽設計の基準となる線量率の
設定】
・放射線業務従事者が立ち入る場
所について，立入頻度及び立入時
間等を考慮して設定した遮蔽設計
の基準となる線量率を記載

【建屋内の線量率の評価】
・第2低レベル廃棄物貯蔵建屋内の線量率評価に
係る評価条件と評価結果を記載

-- 〇 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋

(4) 再処理施設内の遮蔽設計に当たっては，放射線業務従事者の立入頻
度及び立入時間を考慮し，遮蔽設計区分を設け，区分ごとに基準線量率
を設定するとともに，管理区域を適切に区分し，区分ごとの基準線量率
を満足するよう遮蔽設備を設計する。

使用済燃料輸送容器管理建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟
低レベル廃液処理建屋
低レベル廃棄物処理建屋
チャンネル ボックス・バーナブル
ポイズン処理建屋
ハル・エンド ピース貯蔵建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第２低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋
分析建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋／使用
済燃料輸送容器管理建屋（除染エリ
ア）間洞道
前処理建屋/使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋/ハル・エンドピース貯蔵建屋間
洞道
分離建屋／高レベル廃液ガラス固化
建屋間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/
低レベル廃液処理建屋/低レベル棄物
処理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン脱硝建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋間洞道
ウラン脱硝建屋/ウラン酸化物貯蔵建
屋間洞道
高レベル廃液ガラス固化建屋/第1ガ
ラス固化体貯蔵建屋間洞道
低レベル廃棄物処理建屋/第2低レベ
ル廃棄物貯蔵建屋間洞道
低レベル廃棄物処理建屋/チャンネル
ボックス・バーナブルポイズン処理
建屋間洞道
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料取出し設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設
備）
プルトニウム精製設備
ウラン脱硝設備（蒸発濃縮系）
ウラン脱硝設備（ウラン脱硝系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（溶液系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（ウラン・プルトニウム混合脱硝
系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（焙焼還元系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（粉体系）
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵設備
溶媒回収設備(分離・分配系)
溶媒回収設備（プルトニウム精製
系）
溶媒回収設備（ウラン精製系）
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備（塔
槽類廃ガス処理系）
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備（パ
ルセータ廃ガス処理系）
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備（塔
槽類廃ガス処理系（ウラン系））
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備（塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系））
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液
廃ガス処理系）
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃
ガス処理系）
分析建屋塔槽類廃ガス処理設備
前処理建屋換気設備
低レベル廃液処理設備（使用済燃料
の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理
系）
低レベル固体廃棄物貯蔵設備（ハ
ル・エンドピース貯蔵系）
分析設備

5
機能要求②
評価要求

評価条件
評価（遮蔽計算）

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明書

Ⅱ-2-2-1 各建屋における建屋内の放射線遮蔽に
関する計算書
Ⅱ-2-2-1-13 第2低レベル廃棄物貯蔵建屋の建屋
内の放射線遮蔽に関する計算書

上記以外について，既設工認添付書類
「Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明
書」の記載より変更なし

設計方針（遮蔽設計区分
の設定）

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明書

Ⅱ-1-1　遮蔽設計に関する基本方針
2.　遮蔽設計の基準線量率

【遮蔽設計の基準となる線量率の設定】
・放射線業務従事者が立ち入る場所について，
立入頻度及び立入時間等を考慮して設定した遮
蔽設計の基準となる線量率を記載
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第27条 遮蔽）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

(4) 再処理施設内の遮蔽設計に当たっては，放射線業務従事者の立入頻
度及び立入時間を考慮し，遮蔽設計区分を設け，区分ごとに基準線量率
を設定するとともに，管理区域を適切に区分し，区分ごとの基準線量率
を満足するよう遮蔽設備を設計する。

5
機能要求②
評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

- -

＜運搬・製品容
器(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜ポンプ(遮蔽設
備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜ラック/ピット
/棚(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜ガラス固化体
貯蔵ピット(遮蔽
設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜搬送設備(遮蔽
設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜廃棄物処理機
械装置(遮蔽設
備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜焼結・乾燥装
置(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜機械・検査装
置(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜核物質等取扱
ボックス(遮蔽設
備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜遮蔽設備＞
・主要寸法
・主要材料

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に
関する説明書
既設工認添付書類
「Ⅱ　放射線による被ばくの防止
に関する説明書」の記載より変更
なし

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

第2Gr（貯蔵庫共用）と同一

△ 基本方針 基本方針

＜運搬・製品容
器(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜ポンプ(遮蔽設
備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜ラック/ピット
/棚(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜ガラス固化体
貯蔵ピット(遮蔽
設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜搬送設備(遮蔽
設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜廃棄物処理機
械装置(遮蔽設
備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜焼結・乾燥装
置(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜機械・検査装
置(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜核物質等取扱
ボックス(遮蔽設
備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜遮蔽設備＞
・主要寸法
・主要材料

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に
関する説明書
既設工認添付書類
「Ⅱ　放射線による被ばくの防止
に関する説明書」の記載より変更
なし

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

△ 基本方針 基本方針 - -

＜運搬・製品容
器(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜ポンプ(遮蔽設
備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜ラック/ピット
/棚(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜ガラス固化体
貯蔵ピット(遮蔽
設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜搬送設備(遮蔽
設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜廃棄物処理機
械装置(遮蔽設
備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜焼結・乾燥装
置(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜機械・検査装
置(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜核物質等取扱
ボックス(遮蔽設
備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜遮蔽設備＞
・主要寸法
・主要材料

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に
関する説明書
既設工認添付書類
「Ⅱ　放射線による被ばくの防止
に関する説明書」の記載より変更
なし

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

△ 基本方針 基本方針

＜運搬・製品容
器(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜ポンプ(遮蔽設
備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜ラック/ピット
/棚(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜ガラス固化体
貯蔵ピット(遮蔽
設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜搬送設備(遮蔽
設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜廃棄物処理機
械装置(遮蔽設
備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜焼結・乾燥装
置(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜機械・検査装
置(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜核物質等取扱
ボックス(遮蔽設
備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜遮蔽設備＞
・主要寸法
・主要材料

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に
関する説明書
既設工認添付書類
「Ⅱ　放射線による被ばくの防止
に関する説明書」の記載より変更
なし

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

△ 基本方針 基本方針

第2Gr（貯蔵庫共用）と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

基本方針

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明書

Ⅱ-1-1　遮蔽設計に関する基本方針
1.　基本的な考え方

【基本的な考え方】
・遮蔽設計の基本方針を記載

- - - - - 〇 基本方針 基本方針 -
Ⅱ-1-1 遮蔽設計に関する基本方
針
1.　基本的な考え方

【基本的な考え方】
・遮蔽設計の基本方針を記載

設計方針（貫通部の措
置）

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明書

Ⅱ-1-1　遮蔽設計に関する基本方針
4.　開口部等からの放射線の漏えい防止の方針

【貫通部の措置】
・開口部又は貫通部がある場合における放射線
の漏えい防止措置を記載

- - - - - 〇 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 基本方針 -

Ⅱ-1-1 遮蔽設計に関する基本方
針
4.　開口部等からの放射線の漏え
い防止の方針

【貫通部の措置】
・開口部又は貫通部がある場合に
おける放射線の漏えい防止措置を
記載。

基本方針 -

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に
関する説明書
既設工認添付書類
「Ⅱ　放射線による被ばくの防止
に関する説明書」の記載より変更
なし

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

-- - - -

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明書

既設工認申請書
「Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明
書」の記載より変更なし

[各建屋内の貫通部における線量率評価]
・各建屋内の線量率評価に係る評価条件と評価
結果を記載（開口部又は貫通部に設置する遮蔽

設備の評価を含む）

(5) 遮蔽設備に開口部又は配管，ダクト等の貫通部がある場合であっ
て，放射線障害を防止するために必要がある場合には，次の放射線漏え
い防止措置を講じて基準線量率を満足する設計とする。
a．セル遮蔽及び外部遮蔽に開口部又は貫通部を設ける場合，人が容易に
接近できないような場所（通路の行き止まり部，高所等）への設置
b．開口部及び貫通部に対する遮蔽（迷路構造，屈曲構造，スクリューダ
クト，遮蔽材の設置）
c．線源機器と開口部又は貫通部の位置関係により，開口部又は貫通部か
ら線源機器が直視できない措置

〇 -

使用済燃料輸送容器管理建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟
低レベル廃液処理建屋
低レベル廃棄物処理建屋
チャンネル ボックス・バーナブル
ポイズン処理建屋
ハル・エンド ピース貯蔵建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第２低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋
分析建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋／使用
済燃料輸送容器管理建屋（除染エリ
ア）間洞道
前処理建屋/使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋/ハル・エンドピース貯蔵建屋間
洞道
分離建屋／高レベル廃液ガラス固化
建屋間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/
低レベル廃液処理建屋/低レベル棄物
処理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン脱硝建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋間洞道
ウラン脱硝建屋/ウラン酸化物貯蔵建
屋間洞道
高レベル廃液ガラス固化建屋/第1ガ
ラス固化体貯蔵建屋間洞道
低レベル廃棄物処理建屋/第2低レベ
ル廃棄物貯蔵建屋間洞道
低レベル廃棄物処理建屋/チャンネル
ボックス・バーナブルポイズン処理
建屋間洞道
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料取出し設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設
備）
プルトニウム精製設備
ウラン脱硝設備（蒸発濃縮系）
ウラン脱硝設備（ウラン脱硝系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（溶液系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（ウラン・プルトニウム混合脱硝
系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（焙焼還元系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（粉体系）
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵設備
溶媒回収設備(分離・分配系)
溶媒回収設備（プルトニウム精製
系）
溶媒回収設備（ウラン精製系）
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備（塔
槽類廃ガス処理系）
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備（パ
ルセータ廃ガス処理系）
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備（塔
槽類廃ガス処理系（ウラン系））
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備（塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系））
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液
廃ガス処理系）
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃
ガス処理系）
分析建屋塔槽類廃ガス処理設備
前処理建屋換気設備
低レベル廃液処理設備（使用済燃料
の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理
系）
低レベル固体廃棄物貯蔵設備（ハ
ル・エンドピース貯蔵系）
分析設備

設置要求

評価条件
評価（遮蔽計算）

6

29
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項目
番号

基本設計方針 要求種別

(5) 遮蔽設備に開口部又は配管，ダクト等の貫通部がある場合であっ
て，放射線障害を防止するために必要がある場合には，次の放射線漏え
い防止措置を講じて基準線量率を満足する設計とする。
a．セル遮蔽及び外部遮蔽に開口部又は貫通部を設ける場合，人が容易に
接近できないような場所（通路の行き止まり部，高所等）への設置
b．開口部及び貫通部に対する遮蔽（迷路構造，屈曲構造，スクリューダ
クト，遮蔽材の設置）
c．線源機器と開口部又は貫通部の位置関係により，開口部又は貫通部か
ら線源機器が直視できない措置

設置要求6

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

△ 基本方針 基本方針 -

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に
関する説明書
既設工認添付書類
「Ⅱ　放射線による被ばくの防止
に関する説明書」の記載より変更
なし

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

△ 基本方針 基本方針 - - -

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に
関する説明書
既設工認添付書類
「Ⅱ　放射線による被ばくの防止
に関する説明書」の記載より変更
なし

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

第2Gr（貯蔵庫共用）と同一

△ - 基本方針 -

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に
関する説明書
既設工認添付書類
「Ⅱ　放射線による被ばくの防止
に関する説明書」の記載より変更
なし

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に
関する説明書
既設工認添付書類
「Ⅱ　放射線による被ばくの防止
に関する説明書」の記載より変更
なし

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

- - -

第2Gr（貯蔵庫共用）と同一

△ 基本方針 基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第27条 遮蔽）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

基本方針

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明書

Ⅱ-1-1　遮蔽設計に関する基本方針
1.　基本的な考え方

【基本的な考え方】
・遮蔽設計の基本方針を記載

- - - - - 〇 基本方針 基本方針 -
Ⅱ-1-1 遮蔽設計に関する基本方
針
1.　基本的な考え方

【基本的な考え方】
・遮蔽設計の基本方針を記載

- - - - - 〇 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 基本方針 -

Ⅱ-1-1 遮蔽設計に関する基本方
針
5.　遮蔽設計用燃料仕様及び線源
スペクトル

【線源の設定】
・安全裕度を見込んだ線源の設定
条件を記載

【線源の設定】
・安全余裕を見込んだ線源の設定条件を記載

評価条件
評価方法

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明書

Ⅱ-1-1　遮蔽設計に関する基本方針
5.　遮蔽設計用燃料仕様及び線源スペクトル

7
(6) 遮蔽設計に使用する線源は，最大処理能力，最大貯蔵量及び工程内
で核種の組成や濃度が変化するといった再処理施設の特徴を考慮し，遮
蔽設計上厳しい条件を設定する。

評価要求

使用済燃料輸送容器管理建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟
低レベル廃液処理建屋
低レベル廃棄物処理建屋
チャンネル ボックス・バーナブル
ポイズン処理建屋
ハル・エンド ピース貯蔵建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第２低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋
分析建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋／使用
済燃料輸送容器管理建屋（除染エリ
ア）間洞道
前処理建屋/使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋/ハル・エンドピース貯蔵建屋間
洞道
分離建屋／高レベル廃液ガラス固化
建屋間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/
低レベル廃液処理建屋/低レベル棄物
処理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン脱硝建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋間洞道
ウラン脱硝建屋/ウラン酸化物貯蔵建
屋間洞道
高レベル廃液ガラス固化建屋/第1ガ
ラス固化体貯蔵建屋間洞道
低レベル廃棄物処理建屋/第2低レベ
ル廃棄物貯蔵建屋間洞道
低レベル廃棄物処理建屋/チャンネル
ボックス・バーナブルポイズン処理
建屋間洞道
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料取出し設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設
備）
プルトニウム精製設備
ウラン脱硝設備（蒸発濃縮系）
ウラン脱硝設備（ウラン脱硝系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（溶液系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（ウラン・プルトニウム混合脱硝
系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（焙焼還元系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（粉体系）
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵設備
溶媒回収設備(分離・分配系)
溶媒回収設備（プルトニウム精製
系）
溶媒回収設備（ウラン精製系）
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備（塔
槽類廃ガス処理系）
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備（パ
ルセータ廃ガス処理系）
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備（塔
槽類廃ガス処理系（ウラン系））
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備（塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系））
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液
廃ガス処理系）
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃
ガス処理系）
分析建屋塔槽類廃ガス処理設備
前処理建屋換気設備
低レベル廃液処理設備（使用済燃料
の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理
系）
低レベル固体廃棄物貯蔵設備（ハ
ル・エンドピース貯蔵系）
分析設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第27条 遮蔽）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

7
(6) 遮蔽設計に使用する線源は，最大処理能力，最大貯蔵量及び工程内
で核種の組成や濃度が変化するといった再処理施設の特徴を考慮し，遮
蔽設計上厳しい条件を設定する。

評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

-

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に
関する説明書
既設工認添付書類
「Ⅱ　放射線による被ばくの防止
に関する説明書」の記載より変更
なし

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

△ 基本方針 基本方針 - - -

第2Gr（貯蔵庫共用）と同一

△ 基本方針 基本方針

第2Gr（貯蔵庫共用）と同一

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に
関する説明書
既設工認添付書類
「Ⅱ　放射線による被ばくの防止
に関する説明書」の記載より変更
なし

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第27条 遮蔽）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

基本方針

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明書

Ⅱ-1-1　遮蔽設計に関する基本方針
1.　基本的な考え方

【基本的な考え方】
・遮蔽設計の基本方針を記載

- - - - - 〇 基本方針 基本方針 -
Ⅱ-1-1 遮蔽設計に関する基本方
針
1.　基本的な考え方

【基本的な考え方】
・遮蔽設計の基本方針を記載

Ⅱ-1-1 遮蔽設計に関する基本方
針
6.　遮蔽計算に用いる計算コード
7.　線量率換算係数
8.　遮蔽計算における評価方法

【諸条件の設定】
・評価に使用する計算コード等の
諸条件及び線量率の評価箇所の設
定，線量率の合算等の考え方を記
載

- - - - - -〇 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 基本方針
評価条件
評価方法

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明書

Ⅱ-1-1　遮蔽設計に関する基本方針
6.　遮蔽計算に用いる計算コード
7.　遮蔽計算における評価方法
8.　遮蔽計算における評価方法

【諸条件の設定】
・評価に使用する計算コード等の諸条件及び線
量率の評価箇所の設定，線量率の合算等の考え
方を記載

　また，遮蔽計算においては，信頼性のある計算コードを用いて計算す
るとともに，遮蔽材の形状及び材質並びに計算誤差等を考慮し，十分な
安全裕度を見込む設計とする。

評価要求

使用済燃料輸送容器管理建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟
低レベル廃液処理建屋
低レベル廃棄物処理建屋
チャンネル ボックス・バーナブル
ポイズン処理建屋
ハル・エンド ピース貯蔵建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第２低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋
分析建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋／使用
済燃料輸送容器管理建屋（除染エリ
ア）間洞道
前処理建屋/使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋/ハル・エンドピース貯蔵建屋間
洞道
分離建屋／高レベル廃液ガラス固化
建屋間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/
低レベル廃液処理建屋/低レベル棄物
処理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン脱硝建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋間洞道
ウラン脱硝建屋/ウラン酸化物貯蔵建
屋間洞道
高レベル廃液ガラス固化建屋/第1ガ
ラス固化体貯蔵建屋間洞道
低レベル廃棄物処理建屋/第2低レベ
ル廃棄物貯蔵建屋間洞道
低レベル廃棄物処理建屋/チャンネル
ボックス・バーナブルポイズン処理
建屋間洞道
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料取出し設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設
備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設
備）
プルトニウム精製設備
ウラン脱硝設備（蒸発濃縮系）
ウラン脱硝設備（ウラン脱硝系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（溶液系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（ウラン・プルトニウム混合脱硝
系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（焙焼還元系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（粉体系）
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵設備
溶媒回収設備(分離・分配系)
溶媒回収設備（プルトニウム精製
系）
溶媒回収設備（ウラン精製系）
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備（塔
槽類廃ガス処理系）
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備（パ
ルセータ廃ガス処理系）
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備（塔
槽類廃ガス処理系（ウラン系））
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備（塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系））
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液
廃ガス処理系）
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃
ガス処理系）
分析建屋塔槽類廃ガス処理設備
前処理建屋換気設備
低レベル廃液処理設備（使用済燃料
の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理
系）
低レベル固体廃棄物貯蔵設備（ハ
ル・エンドピース貯蔵系）
分析設備

8
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第27条 遮蔽）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

　また，遮蔽計算においては，信頼性のある計算コードを用いて計算す
るとともに，遮蔽材の形状及び材質並びに計算誤差等を考慮し，十分な
安全裕度を見込む設計とする。

評価要求8

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

-

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に
関する説明書
既設工認添付書類
「Ⅱ　放射線による被ばくの防止
に関する説明書」の記載より変更
なし

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

基本方針 -

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に
関する説明書
既設工認添付書類
「Ⅱ　放射線による被ばくの防止
に関する説明書」の記載より変更
なし

既設工認の添付書類に変更がない
ことを説明する。

△ 基本方針 基本方針 - -

第2Gr（貯蔵庫共用）と同一 第2Gr（貯蔵庫共用）と同一

△ 基本方針

△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目

－：当該申請回次で記載しない項目
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令和３年８月 26 日 Ｒ０ 

 

 

 

 

 

別紙３ 
 
 
 

基本設計方針の添付書類への展開 
 

※本別紙は追而とする。 
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別紙４ 
 

 

 

添付書類の発電炉との比較 
 

※本別紙は追而とする。 
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別紙５ 
 
 
 

補足説明すべき項目の抽出 
 

※本別紙は追而とする。 
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別紙６ 
 
 
 

変更前記載事項の 
既設工認等との紐づけ 

 
※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。 
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